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  １ 計画策定の趣旨 

介護保険制度 施行   ２０００（平成１２）年当時 約９００万人*1 だった７５歳以上の高齢者は、
最新のデータでは約１，７５３万人*2 となって   介護保険制度開始後１７年 実 約１．９倍もの増加と 
なっています。また、２０１７（平成２９）年７月 国立社会保障 人口問題研究所 公表   日本 将来
推計人口」*3 によれば、「団塊の世代（１９４７（昭和２２）年 １９４９（昭和２４）年生  ）  
７５歳以上   ２０２５年  後期高齢者が２０００万人を超える社会が予測されています。 
また本推計によれば ２０２５年の６５歳以上の高齢化率 ３０％に達すると推計されており、２０４０年
にはいわゆる団塊ジュニア世代が６５歳以上になるなど、高齢化は今後さらに進展     見込  ています。 
一方、高齢化は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加するなど各地域
 状況 異           地域 実情    高齢者施策 持続可能 介護保険制度 介護保険制度
が目指す「高齢者の尊厳の保持」や「自立支援」をいかに実現していくかが問われています。 
    限 住 慣  地域  最後  尊厳    自分   生活 送    老       、これは多くの
人々に共通する願いであり、    実現     必要 介護    基盤等 整備 勿論    介護 医療 
生活支援・介護予防が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築、そして深化・推進を目指していかな
ければなりません。 
そのため、本計画では２０２５年 介護需要      必要 保険料水準   推計   中長期的 視
点 立  恵庭市 高齢者に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、２０１８年度  ２０２０
年度   ３年間 施策 考 方及 目標 定       
*1 出展「国勢調査 （各年1０月１日現在） 

*2 出展「人口推計 平成２９年１１月報 （総務省統計局）

*3 出生中位・死亡中位推計結果による 

  ２ 計画の性格・法的位置づけ 

   高齢者保健福祉計画  老人福祉法第２０条 ８ 規定 基   老人福祉事業 方策 供給体制 確
保に関し必要な事項に関する計画として策定します。 

   介護保険事業計画は、介護保険法第１１７条の規定に基づき、介護給付等のサービスや地域支援事業に 
関     種類   量 見込 及 見込 量 確保    方策 保険給付 円滑 実施 図    必要
な事項に関する計画として策定します。 

        二  計画 一体      策定  計画 基本理念 実現 目指  総合的 一体的 取り組み
を進めます。 
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  ３ 計画期間及び見直し時期 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（以下「第７期事業計画」という。）は、「団塊の世代」が７５歳
以上となる２０２５年 高齢者介護 対  姿及 「地域包括ケアシステム」の深化・推進 念頭  ２０２３
年    目標 立     至 ２０１８年度  ２０２０年度   ３年間 計画期間     

【計画期間フロー】 

  ４ 計画策定体制 

  １ 社会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門部会 

第７期事業計画の策定にあ     保健 福祉 医療 関係者 介護保険 事業所 介護支援専門
員 被保険者（公募 市民） 介護給付等対象    利用者及   家族 費用負担関係者等で  
構成される「社会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門部会」（以下「専門部会」という。）において、 
必要 審議 行    

  ２ 利用者及び市民等の意見反映 

第７期事業計画の策定にあたり、要介護１ ５の認定を受けている高齢者本人と家族等の介護者を対
象    在宅介護実態調査   要支援１ ２ 認定 受    高齢者    一般高齢者を対象とした
「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」 行       市内の介護保険施設等を有する事業者等への 
      行    、第７期事業計画（案）を公開し、パブリックコメントの募集 住民説明会 開催する
ことで、第７期事業計画に広 市民 意見 反映するよう努めました。 
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  ５ 計画策定後の点検体制（計画の進行管理等） 

高齢者 自立支援 重度化防止 取り組みを推進するためには、PDCA サイクルを活用して保険者機能を強
化していくことが重要です。２０１７（平成２９）年の法改正により、保険者は地域課題を分析し、地域の実情
 則   高齢者 自立支援 重度化防止 取り組みに関する目標を計画に記載するとともに、目標に対する実
績評価及 評価結果 公表 行          
第７期事業計画  各年度      進捗状況等 専門部会 報告するとともに、高齢者 自立支援 
重度化防止 観点   関係機関 専門職 連携 図  施策 実績評価 行        介護     
実績       地域支援事業 含  評価 行    高齢者保健福祉 推進 介護保険制度 円滑 
運営、計画の推進状況等について審議します。 

  ６ その他計画との関係性 

  １ 恵庭市総合計画 

２０１６（平成２８）年３月 策定   第５期恵庭市総合計画」（以下「総合計画」という。）は、
近年 少子高齢化に表される人口減少社会 対   市民 行政 協働     重要性をうたい、    
２０２５年 目標年次    様々 分野 施策 体系化       
恵庭市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、総合計画における高齢者を対象とした個別計画と
して位置づけられています。 

  ２ 恵庭市地域福祉計画 

 恵庭市地域福祉計画   地域福祉施策 総合的 推進      理念 、住民参加   地域  
りを進めるための個別施策などを内容としており、恵庭市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の各  
施策を地域で推進するための重要な役割を果たすことから、連携を図り推進します。 

  ３ 恵庭市障がい者福祉計画 

「恵庭市障がい者福祉計画」・「障がい福祉計画」は、高齢者を含む障がいのある人の生活全般に関わる
施策を体系化し、具体的方向を示したものです。類似したサービス・施策があることから、恵庭市高齢者保健
福祉計画・介護保険事業計画と連携を図り推進します。 

  ４ 恵庭市のその他計画 

恵庭市総合計画の部門別の計画として、「恵庭市都市マスタープラン」、 恵庭市住宅政策基本計画  
「恵庭市バリアフリー基本構想」、「恵庭市健康づくり計画」、「恵庭市生涯学習基本計画」の様々な計画等
があり、恵庭市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画と連携を図り推進します。 
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  ５ 北海道の計画 

北海道 策定   北海道保健医療福祉計画   北海道医療計画   北海道地域  体制整備構
想   北海道高齢者保健福祉計画 及  北海道介護保険事業支援計画   近隣市町村 広域的 
連携 図  協力  施策 推進       目的      恵庭市高齢者保健福祉計画 介護保険
事業計画は、これらと調和のとれた計画となります。 
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